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松籟荘サテライト安良川別館「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設」 

重要事項説明書 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（茨城県指定 第０８９１４０００４６号） 

 

当施設は、ご契約者に対して地域密着型指定介護老人福祉施設サ－ビスを提供します。施設の概要

や提供されるサ－ビスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

＊当施設への入居は、原則として高萩市に住民票のある、要介護３～５と認定された方及び、居宅におい

て日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事情があることによる要介護１又は２の方の

特例的な施設への入所（以下「特例入所」という ）が認められる方が対象となります。 

 
１. 施設経営法人 

法人名 社会福祉法人 愛正会 

法人所在地 茨城県高萩市下手綱大谷口１９５１－１５ 

電話・FAX番号 ０２９３－２４－６３２２ 

代表者氏名 理事長 金川 美希子 

設立年月 昭和５７年 ２月 ５日 

 

２. ご利用施設 

施設の種類 地域密着型介護老人福祉施設 令和 2年 5月 23日指定更新 茨城県第 0891400046号 

施設の名称 松籟荘 サテライト 安良川別館 

施設の所在地 茨城県高萩市安良川９６３－１０ 

電話番号 ０２９３－４４－３５５８ ＦＡＸ番号 ０２９３－４４－３５５９ 

施設長名 須田 聡子 

開設年月 平成２６年５月２３日 入居定員 ２９人（３ユニット） 

 

（１）施設の目的 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができる

よう、入所定員 30人未満の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）です。 １０人前後の入居者をひと

つのグループ（ユニット）とし、ご自宅に近い居住環境の中で介護を行う方法（ユニットケア）で、でき

るだけ入居者一人ひとりの個性や生活リズムに沿った日常生活を送っていただくことを目的としています。 
 

（２）施設の運営理念 

『ナチュラリゼーション』（その方にとってそうすることが自然であり、居心地が良いと感じられるよう

な生活の場づくり・生活支援のあり方目指す福祉理念）を目指します。そして、入居者にとって必要なサ

ービスを入居者自身に選択していただき、個人のプライバシーをできるだけ保持し、生活の自立のため支

援を心がけることを基本とします。 

 

（３）施設の運営方針 

１． 一人ひとりの入居者・利用者と向き合おう。 

２． 一人ひとりの入居者・利用者に出来るだけ寄り添おう。 

３． 一人ひとりの入居者・利用者にゆっくりゆったり生活支援をしよう。 

４． 一人ひとりの入居者・利用者の生活の中に自然なリハビリを取り入れよう。 

５． 一人ひとりの入居者・利用者に安心・安楽と感じてもらえるようなリスク管理を徹底しよう。 

６． 一人ひとりの入居者・利用者がご家族や地域とのつながりを持ち続けられるようにサポートしよう。 

７． すべての入居者・利用者から笑顔を溢れさそう。 
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３. 居室の概要 

当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室数 備    考 

個室 ２９室 ３つのユニットがあり、９～１０室編成 

合計 ２９室 １丁目、２丁目、３丁目 

食堂兼リビング  ３室 ユニット毎に設置 

キッチン  ３室 流し台・電磁調理器・冷蔵庫・オーブンレンジ・食器洗浄乾燥機・食器戸棚等完備 

浴室  ４室 一般浴（個浴又はリフト浴）と機械浴（臥床浴） 

脱衣室  ４室  

トイレ  ９個 車椅子対応型 

※上記は、厚労省が定める基準により、地域密着型介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施設・設備です。 

 

☆居室の変更☆ 

ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定し

ます。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、ご契約者や家族

等と協議のうえ決定するものとします。 

 
４．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サ－ビスを提供する職員として、以下の職種の職員を

配置しています。 

 

（１）主な職員の配置状況 

職員の配置については、指定基準を遵守しています。※短期入所生活介護事業所の職員も含む 

 

（２）主な職種の勤務体制 

職 種 勤 務 体 制 

１．介護職員 

標準的な時間帯における最低配置人員 

早朝  ４名 

日中  ８名 

夜間  ２ユニットに１名 

２．看護職員 
標準的な時間帯における最低配置人員 

日中  １名 

３．生活相談員 日中  １名 

４．介護支援専門員 日中  １名 

５．管理栄養士 日中  １名 

※短期入所生活介護事業所の職員も含む 

 

 

５．当施設が提供するサ－ビスと利用料金 
当施設では、ご契約者に対して以下のサ－ビスを提供します。 

○ 利用料金が介護保険から給付される場合 

○ 利用料金の自己負担分をご契約者に負担いただく場合 

○ 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

 

 

（１）施設長（管理者）       １名 

（２）生活相談員          １名 

（３）介護職員（非常勤を含む）     １６名 

（４）看護職員（非常勤を含む）      ２名 

（５）機能訓練指導員（非常勤）    １名 

（６）介護支援専門員       １名 

（７）医師（非常勤）       １名 

（８）管理栄養士         １名 

（９）調理員（非常勤を含む）     ３名 

 

≪介護職員体制≫ 

・日中については、ユニット毎に常時１人以上

の介護職員又は看護職員を配置する。 

・夜間及び深夜においては、２ユニット毎に

常時１人以上の介護職員又は看護職員を

夜間及び深夜の勤務に従事する職員とし

て配置する。 

・ユニット毎に常勤のユニットリーダーを配

置する。 

≪看護職員体制≫ 

・常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係

る責任者を配置する。 
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（１）介護保険の給付の対象となるサ－ビス（契約書第３条参照） 

 

≪サービスの概要≫ 

 ① 食事 

   ・当施設では、栄養並びに契約者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

  ・管理栄養士は、契約者の栄養ケア・マネジメント業務を担当し、契約者一人一人の健康・栄養状

態をアセスメントし、地域密着型介護老人福祉施設サービスの提供に当たる他の職員と協働・協

議しながら個別の栄養ケア計画等の原案を作成し、契約者または家族に対して説明を行い、書面

により同意を得ます。また、栄養ケア計画等作成後においても、地域密着型介護老人福祉施設サ

ービスの提供に当たる他の職員との連絡を継続的に行うことにより、栄養ケア計画等の実施状況

の把握及び必要な栄養指導を行うとともに、契約者の栄養管理面についての解決すべき課題の把

握を行い、栄養ケア計画等の変更を行います。 

  ・ご契約者と固定のスタッフで構成するユニットにてアットホームな雰囲気の中、食事の提供をし

ます。 

  ・契約者の自立支援のため離床してリビングにて食事をとっていただくことを原則としています。 

 

  

  ② 入浴 

   ・入浴又は清拭を週２回以上行います。 

   ・可能な方は一般浴（個浴・リフト浴）、また寝たきりの方は機械浴（臥床浴）を使用して入浴す

ることができます。 

 

 ③ 排泄 

  ・排泄の自立支援のため、ご契約者の身体能力を最大限活用した支援を行ないます。 

 

 ④ 機能訓練 

  ・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回

復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 

 ⑤ 健康管理 

 ・医師や看護職員が、健康管理を行ないます。日中のみならず、夜間においても看護職員のオンコ

ール体制をとり、かつ、協力病院（やすらぎの丘温泉病院）との２４時間連絡体制を確保し、サ

ービス提供中の契約者の健康管理を十分に配慮します。 

 ・感染症が発生し、又はまん延しないようにマニュアルの整備や職員研修の充実を図るとともに、

清潔で快適な生活が送れるよう配慮します。 

   ・疾病の予防や悪化を防ぐために日々の衛生管理や口腔ケアが適切に行われるよう配慮します。 

・入浴時、排泄時、日々の皮膚観察・確認を行うことで褥瘡発生の予防に配慮します。 

 

⑥ その他自立への支援 

  ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

  ・生活のリズムを考え、本人の意向を尊重して着替えを行なうよう配慮します。 

  ・口腔衛生の管理体制を整備し、入居者の状況に応じた口腔内の維持を保持することで疾病の予防

を防ぐよう配慮します。 

 

 

食事時間  朝食 ８：００～  昼食 １２：００～  夕食 １８：００～ 
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≪サ－ビス利用料金（１日あたり）≫（契約書第５条参照） 
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサ－ビス利用料金（各種加算を加えた）から介

護保険給付額を除いた金額（自己負担額）、居住費（自己負担額）、及び食費（自己負担額）の合計金

額をお支払い下さい。 

 

≪ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護費≫ 

要介護度 金額／日 

要介護１ ６８２円 

要介護２ ７５３円 

要介護３ ８２８円 

要介護４ ９０１円 

要介護５ ９７１円 
 

≪居住費と食費≫  

利用者負担段階 居住費 食費／日 

第４段階 

（基準費用額） 
２，０６６円 １，５１０円 

第３段階② 
１，３７０円 

１，３６０円 

第３段階① ６５０円 

第２段階 ８８０円 ３９０円 

第１段階 ８８０円 ３００円 
 

 

≪各種加算≫ 

項目 金額 

日常生活継続支援加算（Ⅱ） ４６円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  ６円／日 

看護体制加算（Ⅰ）イ １２円／日 

看護体制加算（Ⅱ）イ ２３円／日 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ ４６円／日 

栄養マネジメント強化加算 １１円／日 

再入所時栄養連携加算 ２００円／回 

福祉施設外泊時費用 ２４６円／日 

福祉施設初期加算 ３０円／日 

安全対策体制加算 ２０円／回 

退所時等相談援助加算 

退所前訪問相談援助加算 ４６０円／日 

退所後訪問相談援助加算 ４６０円／日 

退所時相談援助加算 ４００円／日 

退所前連携加算 ５００円／日 

退所時情報提供加算 ２５０円／日 

療養食加算 ６円／回（1食） 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日以前 31日以上 45日以下 ７２円／日 

死亡日以前４日以上 30日以下 １４４円／日 

死亡日以前２日又は３日 ６８０円／日 

死亡日 １，２８０円／日 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ５０円／月 

協力医療機関連携加算 １００円／月 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １０円／月 

若年性認知症利用者受入加算 １２０円／日 

★介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位（※1）×１４０/１０００ 

※ 所定単位とは【（１日のサービス費＋算定可能な加算）×在籍日数（概ね１ヶ月）】です。 

   ※ 所得状況に応じて【 サービス費と各種加算 】が１～３割負担になります。 

 

 

 

 

 



 5 

 

≪各種加算の概要≫ 

◆ 日常生活継続支援加算（Ⅱ） 

   算定日の属する月の前６ヶ月又は前１２ヶ月間における新規入居者の総数のうち、要介護４・５の

方が７０％以上、又は認知症の方が６５％以上入居している場合、又は痰の吸引等が必要な入居者

の占める割合が入居者の１５％以上の場合、及び介護福祉士の数が５人以上配置している場合に加

算がされます。 

◆ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）と（Ⅲ） 

   介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が６０％以上である場合には（Ⅱ）、介護福祉士の

占める割合が５０％以上である場合には（Ⅲ）の加算がされます。 

◆ 看護体制加算（Ⅰ）イ 

   常勤の看護師を１名以上配置している場合に加算されます。 

◆ 看護体制加算（Ⅱ）イ 

   看護職員を基準より１名以上上回って配置し、病院等との連携により２４時間の連絡体制を確保し

ている場合に加算されます。 

◆ 夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ 

   夜勤職員を基準より１名以上多く配置している場合に加算されます。 

◆ 栄養マネジメント強化加算 

   管理栄養士を常勤換算方式で入居者の数５０（施設に常勤栄養士を１人以上配置し、給食管理を行

っている場合は７０）で除して得た数以上（２名）配置している場合で、低栄養状態のリスクが高

い入居者に対して栄養ケア計画に従い、食事の観察を週３回以上行い、入居者ごとの栄養状態等の

情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管

理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する場合に加算されます。 

◆ 福祉施設外泊時費用 

   外泊･入院時（月６日を限度とし、月またぎの際は最大１２日間）の際に加算されます。 

◆ 福祉施設初期加算 

   入所日から３０日間、又は３０を越える入院後の再入所３０日間の際に加算されます。 

◆ 安全対策体制加算 

   施設内に安全対策部門・担当者を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合

に限り、入所時に１回加算されます。 

◆ 退所時等相談援助加算 

退所前訪問相談援助加算 入所中（１又は２回）訪問相談をした際に加算されます 

退所後訪問相談援助加算 退所後１回、訪問相談をした際に加算されます 

退所時相談援助加算 退所後の相談援助を行い、かつ市町村等に情報提供した際に加算されます 

退所前連携加算 居宅介護支援事業者と連携し、情報提供とサービス調整した際に加算されます 

退所時情報提供加算 医療機関に入院する場合に心身の状況の情報提供した際に加算されます 

◆ 療養食加算 

   配置医師により「食事箋」の発行を受け、その指示に基づく療養食を提供した場合に加算されます。 

◆ 看取り介護加算（Ⅰ） 

   看取りケアに関する指針に基づいて、配置医師により「看取り期」の診断を受け、契約者又は身元

保証人による同意のもとに看取り介護を提供し、契約者が亡くなった場合には、死亡日前４５日を

限度として日数に応じた加算がされます。 

◆ 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

   入居者のＡＤＬ、疾病、栄養状態、口腔機能、認知症等の心身の状況係る基本的な情報を厚生労働

省に提出し、サービス提供に活用している場合に加算されます。 

◆ 協力医療機関連携加算  

   協力医療機関との間で当該入居者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催することで、実効性の

ある連携体制を評価している場合に加算されます。 

◆ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 

   第二種協定指定医療機関との間に新興感染症の発生時等の対応を行う体制確保、協力医療機関との

対応の取り決め・連携、地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修・訓練に年１回以

上参加している場合に加算されます。 
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◆ 若年性認知症利用者受入加算 

若年性認知症患者やその家族に対する支援を促進する観点から、若年性認知症患者を受け入れ、本

人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合に加算されます。 

◆ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

 厚生労働省で定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している事業者（県知事へ

届出が必要）の場合には、【 所定単位（基本料金＋算定可能な加算）×８３／１０００ 】で算

出された料金が加算されます。 

◆ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

 厚生労働省で定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施している事業者（県知事

へ届出が必要）の場合には、【 所定単位（基本料金＋算定可能な加算）×２７／１０００ 】で

算出された料金が加算されます。 

◆ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

 厚生労働省で定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施している事業者（県知事

へ届出が必要）の場合には、【 所定単位（基本料金＋算定可能な加算）×１６／１０００ 】で

算出された料金が加算されます。 

◆ 介護職員等処遇改善加算（R6.6月以降） 

 厚生労働省で定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施している事業者（県知事

へ届出が必要）の場合には、【 所定単位（基本料金＋算定可能な加算）×１４０／１０００ 】

で算出された料金が加算されます。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサ－ビス（契約書第４条、第５条参照） 

以下のサ－ビスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

① 特別な食事 

・ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

・利用料金 提供内容により１食あたり ５００円 

② 理美容サービス 

・理美容師の出張による理髪サ－ビスをご利用いただけます。 

   ・利用料金 １回あたり 【散髪】：１，５００円  

 ③ 日常生活上必要となる諸費用実費 

  ・ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただく事が適当であるものはご負担いた

だきます。 

・おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

④ 記録の閲覧・交付 

  ・ご契約者は、サ－ビスの提供についての記録の閲覧・交付を希望する場合、所定の個人情報開示

依頼書を提出して頂きます。 

  ⑤ 各種予防接種にかかる費用実費 

   ・感染症予防のために、予防接種注射代（年数回）に関する実費をご負担いただきます。 

  ⑥ 入院時・外泊時の居住費 

   ・ご契約者が、入院・外泊をされた場合に居住費をお支払いいただきます。 

居住費（Ｒ6.7.31まで） 居住費（Ｒ6.8.1以降） 

（第４段階）   ２，００６円 （第４段階） ２，０６６円 

（第３段階①・②） １，３１０円 （第３段階①・②） １，３７０円 

（第１段階・第２段階） ８２０円 （第１段階・第２段階） ８８０円 

  ⑦ 施設での看取り時にかかる費用 

   ・終末ケアに使用したエンゼルケア用品等や死後の処置に要する費用をご負担いただきます 

⑧ 個人専用の家電製品の電気代 

   ・個人で使用または持ち込んでいる「電化製品」がご入居されている部屋にある方場合に、３０円

/日をご負担いただきます。 

  ⑨ 退居時の片づけ・清掃代 

   ・退居する際に居室の片づけや清掃に要する費用をご負担いただきます。 
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 ⑩ 証明書等発行代 

   ・生計同一証明書・在所証明書など書類作成時に費用をご負担いただきます。 

    

☆ 上記『介護保険の給付とならないサービスの利用料金』については、消費税の課税対象になるもの

も含まれていますが、消費税を含まない金額を表示しています。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第５条参照） 

前記（１）（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算しご請求しますので、翌月末日までに以下のい

ずれかの方法でお支払い下さい。（１ヶ月に満たない期間のサ－ビスに関する利用料金は、利用日数に 

基づいて計算した金額とします。） 

 ① 窓口で現金支払 

 ② 下記指定口座への振込み 

筑波銀行 多賀支店 普通預金 １１１４８５１ 

松籟
ショウライ

荘
ソウ

サテライト
サ テ ラ イ ト

安良川
ア ラ カ ワ

別館
ベッカン

  管理者
カンリシャ

 須田
す だ

 聡子
さ と こ

 

③ 金融機関口座からの自動引き落とし 

      

（４）入居中の医療の提供について 

医療を必要とする場合には、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受

けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療･入院治療を保証するものではありません。

また、下記医療機関での診療･入院治療を義務づけるものでもありません。） 

  ① 協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人 愛正会 やすらぎの丘温泉病院 

所在地 茨城県高萩市下手綱大谷口 １９５１－６ 

診療科 内科・外科・整形外科・循環器科・皮膚科・リウマチ科・リハビリテーション科・泌尿器科 

  

  ② 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 社会福祉法人 愛正会 水方苑歯科 

所在地 茨城県高萩市下手綱大谷口 １９５１－１５ 

 

６．施設を退居していただく場合（契約終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、

継続してサ－ビスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施

設との契約は終了し、ご契約者に退居していただくことになります。（契約書第１３条参照） 

 ① 要介護認定により契約者の心身の状況が「自立」「要支援１・２」「要介護１・２に変更となった

が特例入所の要件に該当しない」と判定された場合 

 ② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホ－ムを閉鎖した場合 

 ③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサ－ビスの提供が不可能になった場合 

 ④ 事業者が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

 ⑤ ご契約者から退居の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 ⑥ 事業者から退居の申し出を行なった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）ご契約者から退所の申し出（中途解約･契約解除）（契約書第１４条 第１５条参照） 

契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退居を申し出ることができます。その場合に

は、退居を希望する日の７日前までに申し出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退居することができます。 

 ① 介護保険給付対象外サ－ビスの利用料金の変更に同意できない場合 

  ② ご契約者が入院された場合 

③ 事業者もしくはサ－ビス従事者が正当な理由なく本契約に定める地域密着型介護福祉施設サ－ビ

スを実施しない場合 

④ 事業者もしくはサ－ビス従事者が守秘義務に違反した場合 
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⑤ 事業者もしくはサ－ビス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体･財力･信用等を傷つけ、又

著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑥ 他の契約者がご契約者の身体･財物･信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合にお

いて事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（契約書第１６条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退居していただくことがあります。 

  ① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、

又は不実の告知を行ない、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

  ② ご契約者が、サ－ビス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、支払いの催告をしたにもかかわら

ずこれが支払われない場合 

  ③ ご契約者が、故意又は過失により事業者又はサ－ビス従事者もしくは他の契約者等の生命･身体･

精神･財物･信用等を傷つけ、又著しい不信行為を行なうことによって、本契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合 

  ④ ご契約者またはご契約者家族の言動が、他の利用者やサービス従業者の生命・身体・健康に重大

な影響を及ぼす恐れがあり、または契約者の重大な自傷行為を繰り返すなど、本契約を継続しが

たい重大な事情が生じた場合 

⑤ ご契約者が、連続して３ヶ月を超えて病院に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合 

 ⑥ ご契約者が、当該施設以外に入所した場合もしくは入院した場合 

 

 ☆ 契約者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第１８条参照） 

  ・当施設に入居中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

  

≪検査入院等、６日間以内の短期入院の場合≫ 

   ６日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入居することができます。但し、入院期間中であ

っても、所定の利用料金（福祉施設入院・外泊時費用）をご負担いただきます。 

 

  ≪７日間以上３ヶ月以内の入院の場合≫ 

３ケ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院時に予

定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時に施設の受入れ準備が整っていない時には、併設

されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。この場合、入院期間中の所

定の利用料金（福祉施設入院・外泊時費用）をご負担いただく必要はありません。 

 

  ≪３ヶ月以内の退院が見込まれない場合≫ 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合には、当施

設に再び優先的に入居することはできません。 

 

（３）円滑な退居のための支援（契約書第１７条参照） 

ご契約者が当施設を退居する場合には、ご契約者の希望により事業者はご契約者の心身の状況、置か

れている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の支援をご契約に対して速やかに行ないます。 

  ○ 適切な病院もしくは介護保険施設等の紹介 

  ○ 地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所の紹介 

○ その他保険医療サ－ビス又は福祉サ－ビス提供者の紹介 

 

７．残置物引取（契約書第２０条参照） 
入居契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品（残置物）をご契約者自身が引き取れない

場合に備えて、「身元保証人」を定めて頂きます。当施設は、「身元保証人」に連絡の上、残置物を引き

取って頂きます。また引き渡しにかかる費用については、ご契約者又は身元保証人にご負担いただきます。 

 

８．事故発生時の対応（契約書第２５条参照） 
ご契約者に事故が発生した場合は、速やかに身元保証人のご家族様にご連絡・ご報告し、必要な措置を
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講じます。また、保険者（重大な事故の場合には県にも）に報告をさせて頂き、事故発生の原因究明と予

防の検討を行い、再発防止に努めます。 

ご契約者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償等の対応を速やかに行います。 

 

 

９．事業継続計画について（契約書第２７条参照） 

感染症や非常災害の発生時において、契約者に対する施設サービスの提供を継続的に実施するための計

画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定します。当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じるとともに、従業者に対し業務継続計画について周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施

します。業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更します。 

 

１０．苦情の受付について（契約書第２８条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。 

 ＜苦情受付窓口（担当者）＞ 

生活相談員 鈴木 由希子、海老沼 修身 

 ＜受付時間＞ 

毎週月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

また、苦情受付ボックス『ご意見箱』を受付に設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

高萩市市役所 

福祉事務所高齢福祉課 

所在地 茨城県高萩市春日町 3-10 

【ＴＥＬ】0293－22－0080  【ＦＡＸ】0293－22－0700 

受付時間   9:00～17：00 

茨城県国民健康保険団体連合会 

所在地  茨城県水戸市笠原町 987-26 

【ＴＥＬ】029－301－1565   【ＦＡＸ】029－301－1579 

受付時間  8:30～17：30 

茨城県運営適正化委員会 

所在地 茨城県水戸市千波町 1918 

【ＴＥＬ】029－305－7193【ＦＡＸ】029－305－7194 

受付時間   9:00～17：00 

 

１１．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況 
１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり ２ なし 

 ２ なし  
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  令和   年   月   日 

 

 

 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 

 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設 松籟荘サテライト安良川別館 

 

説明者職名                    氏名                  印 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、ユニット型地域密着型介護老人福祉施設サ

ービスの提供開始に同意しました。 

 

                契 約 者      ：住所     

                          ：氏名                印 

 

              身元保証人（代筆者）   ：住所 

                                  ：氏名                印 

（入居者との関係）： 
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重要事項説明書付属文書（サテライト） 

 

１．施設の概要 

（１）建物の構造       鉄骨造  ２階 

 

（２）敷地面積        ２０８１．５９ ㎡ 

 

（３）建物の延べ床面積    １７３２．３５ ㎡ 

 

（４）併設事業 

  当施設では、次の事業を併設して運営しています。 

① 短期入所生活介護（ユニット型）  定員 １０名  平成２６年 ５月２３日 指定 

                          （令和２年 ５月２３日指定更新） 

② 介護予防短期入所生活介護（ユニット型）      平成２６年 ５月２３日 指定 

                         （令和２年 ５月２３日指定更新） 

  

（５）施設の周辺環境 

建設地は国道と県道に接し、高萩市役所から約３００ｍ、常磐高萩駅から１Ｋｍほどの距離に 

あります。周辺は住宅に囲まれ、静かな環境が保たれています。 

また、関係法人が経営する安良川クリニックが同敷地内に設置されていまして、密接な連携を 

図ることが可能です。 

 

 

２．職員の配置状況 

 介護職員・・・・・・ご契約者の日常生活上の介護ならびに健康保持のための相談・助言等を行います。 

 生活相談員・・・・・ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。１名の生活相談

員を配置しております。 

看護職員・・・・・・主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護や介助

等も行います。 

機能訓練指導員・・・ご契約者の機能訓練を担当します。非常勤の機能訓練指導員を配置しております 

介護支援専門員・・・ご契約者に係わる地域密着型施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

管理栄養士・・・・・・ご契約者の食事の献立作成や栄養管理、食事に関する衛生管理や指導を行いま

す。また、ご契約者に係わる栄養ケア計画等を作成します。 
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３．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入居後作成する「地域密着型

施設サービス計画（ケアプラン）」と「栄養ケア計画等」に定めます。「地域密着型施設サービス計画（ケ

アプラン）」と「栄養ケア計画等」の作成及びその変更は次の通り行います。 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務 
当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

① ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、配置医師又は看護職員と連携のうえ、ご契

約者から聴取、確認します。 

③ 非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、ご契約者に対して、定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行います。 

④ ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、要介護認定の更新の申

請のために必要な援助を行います。 

⑤ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、ご契約者又は代

理人の請求に応じて閲覧することができます。 

⑥ ご契約者に対する身体的拘束その他の行動を制限する行為を行いません。ただし、ご契約者又は

他の入居者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど適正

な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

⑦ 事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又

はご家族に関する事項を正当な理由なく、第三者には漏洩しません。（個人情報の保護） 

但し、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報

を提供します。また、ご契約者の円滑な退居のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご

契約者の同意を得ます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 地域密着型施設サービス計画・栄養ケア計画等を変更した場合には、ご契約者に対して

書面を交付し、その内容を確認していただきます。 

① 当施設の介護支援専門員に地域密着型施設サー

ビス計画の原案作成やそのために必要な調査等の

業務を担当させます。 

① 当施設の管理栄養士は栄養ケア計画等の作成やそのた

めに必要な調査等の業務を担当させます。 

② その担当者は、地域密着型施設サービス計画の原

案について、ご契約者及びその家族等に対して説明

し、同意を得たうえで決定します。 

 

② それぞれの担当者は、栄養ケア計画等について、ご契

約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで

決定します。 

③ 地域密着型施設サービス計画は、概ね６ヶ月に１

回、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じ

て、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必

要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議

し、地域密着型施設サービス計画を変更します。 

③ 栄養ケア計画等は、最長３ヶ月に１回、もしくはご契

約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要がある

かどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約

者及びその家族等と協議し計画を変更します。 
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５．施設利用の留意事項 
当施設のご利用にあたって、施設に入居されている契約者の共同生活の場としての快適性、安全性を確

保するため、下記の事項をお守りください。 

（１）持ち込みの制限 

ご入居にあたり、所持品の持ち込みは以下のものに限らせていただきます。 

①衣類（普段着、外出着、下着、寝まき類） ②室内履、室外履 ③タオル、バスタオル、洗身タオル 

④洗面用具 ⑤整髪用具 ⑥掛け時計、置時計、 腕時計 ⑦整理タンス等 ⑧小型テレビ ⑨小型冷蔵

庫（必要時） ⑩食器関係（お茶碗・お椀・箸・スプーン・コップ等） ⑪その他使い慣れた福祉用具・

自助具（車椅子、歩行器、杖、補装具、ポータブルトイレ等）及び馴染みの家具・寝具・備品等 

※個人スペースに本人使用として、収納又は設置できる範囲での持ち込みとなります。 

 

（２）面会 

面会時間 月曜日～土曜日 概ね ９：００～１７：００ 

   ※来訪者は、必ずその都度受付もしくは職員にお声掛けください。 

※尚、来訪される場合、飲食物の持ち込みについては当施設にご相談下さい。 

   ※感染症の発症や流行状況、施設の状況に応じて、面会をご遠慮いただく場合もございます。 

 

（３）外出・外泊 

外出・外泊される場合は、事前に受付にお申し出下さい。 

※ 感染症の発症や流行状況に応じて、外出・外泊をご遠慮いただく場合もございます。 

 

（４）食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。 

 

（５）施設・設備使用上の注意 

 ○ 居室及び共同スペース・敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

 ○ 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設, 設備を壊したり、汚したり

した場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いい

ただく場合があります。 

 ○ ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご

契約者の居室に立ち入り、必要な措置をとることができます。 

ただし、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配慮を行います。 

 ○ 当施設の職員や他の契約者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動, 政治活動, 営利活動を行うこと

はできません。 

 

（６）喫煙 

   敷地内では喫煙できません。 


